
 
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 
 

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
ほ
か
」
の
下
に
「
、
介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
等
」
を
加
え
、
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
」
を
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
に
、
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
」
を
「
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
」
に
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
を
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

 

（
介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
の
指
定
の
申
請
） 

第
一
条
の
二 

省
令
第
二
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
介

護
員
養
成
研
修
事
業
者
指
定
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

研
修
年
間
実
施
計
画
書 

 

二 

研
修
の
日
時
、
科
目
名
、
担
当
講
師
及
び
実
施
場
所
を
記
載
し
た
書
類 

 

三 

演
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
、
演
習
室
の
面
積
、
演
習
室
に
お

け
る
演
習
予
定
人
数
並
び
に
演
習
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
備
品
を
記
載
し
た
書
類 

 

四 

申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
々
年
度
及
び
前
年
度
の
申
請
者
に
関
す
る
貸
借
対

照
表
及
び
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
資
産
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

 

五 

法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

 

六 

修
了
評
価
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 

情
報
の
開
示
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
面
接
指
導
を
実
施
す
る
講
義
室

及
び
演
習
室
の
平
面
図 

 

九 

講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
添
削
指
導
に
関
す
る
問
題
、
そ

の
出
題
形
式
及
び
添
削
指
導
の
日
程
を
記
載
し
た
書
類 

 

十 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

（
介
護
員
養
成
研
修
の
指
定
の
申
請
） 

第
一
条
の
三 

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
員
養
成
研
修
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
介
護
員
養
成
研
修
指
定
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

前
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

学
則 

 

三 

講
師
の
氏
名
、
履
歴
及
び
担
当
科
目
並
び
に
専
任
又
は
兼
任
の
別
を
記
載
し
た
書
類 

 

四 

実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
名
称
、
所
在
地
及
び
設
置
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ



て
は
、
そ
の
名
称
）
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
施
設
に
お
け
る
実
習
を
承
諾
す
る
旨
の
当
該
施
設

の
設
置
者
の
承
諾
書 

 

五 
収
支
予
算
書 

 

六 

講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
の
方

法
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 

講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
面
接
指
導
を
実
施
す
る
期
間
に

お
け
る
講
義
室
及
び
演
習
室
の
使
用
に
つ
い
て
の
当
該
施
設
の
設
置
者
の
承
諾
書 

 

八 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
の
指

定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
の
申
請
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
の
変
更
の
届
出
等
） 

第
一
条
の
四 

省
令
第
二
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち
、
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

別
記
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
る
介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
変
更
届
出
書
に
よ
り
、
廃
止
、
休
止
又
は
再
開

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
一
号
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
介
護
員
養
成
研
修
の
変
更
の
届
出
等
） 

第
一
条
の
五 

介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
は
、
介
護
員
養
成
研
修
に
係
る
申
請
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、

当
該
変
更
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
別
記
様
式
第
一
号
の
五
に
よ
る
介
護
員
養
成
研
修
変
更
届
出
書

に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
は
、
介
護
員
養
成
研
修
の
実
施
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
別
記
様
式
第
一
号
の
六
に
よ
る
介
護
員
養
成
研
修
中
止
届
出
書
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
介
護
員
養
成
研
修
の
実
績
報
告
） 

第
一
条
の
六 

介
護
員
養
成
研
修
事
業
者
は
、
介
護
員
養
成
研
修
を
終
了
し
た
と
き
は
、
終
了
後
二
月
以
内

に
、
別
記
様
式
第
一
号
の
七
に
よ
る
介
護
員
養
成
研
修
事
業
報
告
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

令
第
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
名
簿
及
び
そ
の
電
磁
的
記
録 

 

二 

受
講
者
ご
と
の
科
目
の
履
修
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

三 

実
習
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

四 

出
席
簿
の
写
し 

 

五 

介
護
業
務
の
実
務
経
験
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

 

六 

科
目
を
免
除
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
免
除
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類 

 

七 

補
講
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
講
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
講
者
ご
と
の
課
題
の
実
施
状
況
を
記

載
し
た
書
類 

 

九 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
の
八
」
に
改
め
る
。 



第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

法
第
七
十
六
条
の
二
第
四
項
、
第
八
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
九
十
一
条
の
二
第
四
項
、
第
百
三
条
第

四
項
、
第
百
十
三
条
の
二
第
四
項
及
び
第
百
十
五
条
の
七
第
四
項
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
県
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

二 

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
指
定
又
は
許
可
の
申
請
者
又
は
開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
（
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ

る
と
き
は
、
開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所
） 

 

三 

命
令
の
年
月
日 

 

四 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 

五 

命
令
の
内
容 

 

六 

命
令
さ
れ
た
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
期
限 

 

別
記
様
式
第
一
号
を
別
記
様
式
第
一
号
の
八
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。 



（
別
記
）

 

様
式
第
１
号
（
第
１
条
の
２
関
係
）
 
 

 

介
護
員
養

成
研
修
事
業
者
指
定
申
請
書
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

 

介
護

保
険

法
施

行
令

（
平

成
1
0
年

政
令

第
4
1
2
号

）
に

規
定

す
る

介
護

員
養

成
研

修
事

業
者

の
指

定
を

受
け
た
い
の
で
，
次
の
と
お
り
関
係
資
料
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修
 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

講
義

の
方

法
 

通
 
学
 
・
 
通
 
信

 

県
内

事
業

所
の
 

所
在

地
 

（
〒
 
 
 
－
 
 
 
 
）

 

 電
話
番
号

 

F
AX

番
号

 

年
間

研
修

回
数
 

年
間

 
 
 
 
回
 
（
１
講
座
定
員
 
 
名
）

 

募
集

対
象

地
域
 

 

通
信

教
育

に
お

け
る

 

講
義

を
通

信
の

方
法

に

よ
っ

て
行

う
地

域
 

 

研
修

開
始

予
定

日
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

募
集

予
定

人
数
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人

 

担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 



添
付
書
類
（
添
付
し
て
い
る
も
の
の
番
号
を

○
で
囲
む
こ
と
。
）
 

 
１
 
学
則
 

 
２
 
研
修
年
間
実
施
計
画
書

 

 
３
 
研
修
の
日
時
，
科
目
名
，
担
当
講
師

及
び
実
施
場
所
を
記
載
し
た
書
類
 

 
４
 
講
師
の
氏
名
，
履
歴
及
び
担
当
科
目

並
び
に
専
任
又
は
兼
任
の
別
を
記
載
し
た
書
類
 

 
５
 
講
師
の
履
歴
書

 

 
６
 
実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す

る
施
設
の
名
称
，
所
在
地
及
び
設
置
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
 

 
 
類

 

 
７
 
実
習
施
設
の
使
用
承
諾
書

 

 
８
 
演
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す

る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
，
演
習
室
の
面
積
，
演
習
室
に
お

 

 
 
け
る
演
習
予
定
人
数
並
び
に
演
習
に
使

用
し
よ
う
と
す
る
備
品
を
記
載
し
た
書
類

 

 
９
 
収
支
予
算
書
及
び
向
こ
う
２
年
間
の

財
政
計
画
書

 

 
1
0
 
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
々
年
度
及
び
前
年
度
の
申
請
者
に
関
す
る
貸
借
 

 
 
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
資

産
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

 

 
1
1
 
定
款
，
寄
附
行
為
そ
の
他
の
規
約

 

 
1
2
 
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）

 

 
1
3
 
修
了
評
価
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

 

 
1
4
 
情
報
の
開
示
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

 

 
1
5
 
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
（
講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
 

 
 
に
限
る
。
）

 

 
1
6
 
面
接
指
導
を
実
施
す
る
期
間
に
お
け
る
講
義
室
及
び
演
習
室
の
使
用
承
諾
書
及
び
当
該
施
設
の
平
 

 
 
面
図
（
講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て

行
う
場
合
に
限
る
。
）

 

 
1
7
 
添
削
指
導
に
関
す
る
問
題
，
問
題
の
出
題
形
式
及
び
添
削
指
導
の
日
程
を
記
載
し
た
書
類
（
講
義
 

 
 
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
に

限
る
。
）

 

 
1
8
 
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

 

 注
 

１
 

「
研

修
の

課
程

」
，

「
介

護
職

員
基

礎
研

修
に

お
け

る
研

修
区

分
」

及
び

「
講

義
の

方
法

」
欄

は
，
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

  



様
式
第
１
号
の
２
（
第
１
条
の
３
関
係
）

 

 

介
護
員

養
成
研
修
指
定
申
請
書

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成

1
0
年
政
令
第

4
1
2
号
）
に
規
定
す
る
介
護
員
養
成
研
修
の
指
定
を
受
け
た

い
の
で
，
次
の
と
お
り
関
係
資
料
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 

 

事
業

者
番

号
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修

 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

講
義

の
方

法
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
通
 
学
 
・
 
通
 
信

 

通
信

教
育

に
お

け
る

 

講
義

を
通

信
の

方
法

に

よ
っ

て
行

う
地

域
 

 

研
修

実
施

予
定

期
間

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
～

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

募
集

予
定

人
数
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人

 

教
材

名
 

 担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 

 添
付
書
類
（
添
付
し
て
い
る
も
の
の
番
号
を

○
で
囲
む
こ
と
。
）
 

 
１
 
学
則
 

 
２
 
研
修
の
日
時
，
科
目
名
，
担
当
講
師

及
び
実
施
場
所
を
記
載
し
た
書
類
 

 
３
 
講
師
の
氏
名
，
履
歴
及
び
担
当
科
目

並
び
に
専
任
又
は
兼
任
の
別
を
記
載
し
た
書
類
 



 
４
 
講
師
の
履
歴
書

 

 
５
 
実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す

る
施
設
の
名
称
，
所
在
地
及
び
設
置
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書

類
 

 
６
 
実
習
施
設
の
使
用
承
諾
書

 

 
７
 
演
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す

る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
，
演
習
室
の
面
積
，
演
習
室
に
お

け
る
演
習
予
定
人
数
並
び
に
演
習
に
使

用
し
よ
う
と
す
る
備
品
を
記
載
し
た
書
類

 

 
８
 
収
支
予
算
書

 

 
９

 
添

削
指

導
及

び
面

接
指

導
の

方
法

を
記

載
し

た
書

類
（

講
義

を
通

信
の

方
法

に
よ

っ
て

行
う

場
合
 

に
限
る
。
）
 

 
1
0
 

面
接

指
導

を
実

施
す

る
期

間
に

お
け

る
講

義
室

及
び

演
習

室
の

使
用

承
諾

書
及

び
当

該
施

設
の

平

面
図
（
講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て

行
う
場
合
に
限
る
。
）

 

 
1
1
 
添
削
指
導
に
関
す
る
問
題
，
問
題
の
出
題
形
式
及
び
添
削
指
導
の
日
程
を
記
載
し
た
書
類
（
講
義
を

通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
に
限

る
。
）

 

 
1
2
 
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

 

 注
 

１
 

「
研

修
の

課
程

」
，

「
介

護
職

員
基

礎
研

修
に

お
け

る
研

修
区

分
」

及
び

「
講

義
の

方
法

」
欄

は
，
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

  



様
式
第
１
号
の
３
（
第
１
条
の
４
関
係
）

 

 

介
護
員
養

成
研
修
事
業
者
変
更
届
出
書
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

  
介

護
員

養
成

研
修

事
業

者
の

指
定

を
受

け
た

事
項

に
つ

い
て

変
更

が
あ

り
ま

し
た

の
で

，
次

の
と

お
り

関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

 

 

事
業

者
番

号
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修
 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

変
更

事
項
 

（
12

か
ら

15
ま
で
は
 

講
義

を
通

信
の

方
法

に
 

よ
っ
て
行
う
場
合
の
み
）
 

 
１
 
事
業
者
の
名
称
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
 

 
２
 
研
修
の
名
称
及
び
課
程

 

 
３
 
研
修
を
実
施
す
る
事
業
所
の
所
在
地

 

 
４
 
学
則
 

 
５
 
研
修
年
間
実
施
計
画
書

 

 
６
 
研
修
の
日
時
，
科
目
名
，
実
施
場
所

 

 
７
 
講
師
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
８
 
実
習
施
設
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
９
 
演
習
室
，
演
習
使
用
備
品
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
1
0
 
収
支
予
算
書
及
び
向
こ
う
２
年
間
の
財
政
計
画
書

 

 
1
1 

定
款
，
寄
附
行
為
そ
の
他
の
規
約
（
当
該
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

 
1
2
 
講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
地
域

 

 
1
3
 
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
の
方
法

 

 
1
4
 
講
義
室
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
1
5
 
添
削
指
導
問
題
，
問
題
の
出
題
形
式
等
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 
1
6
 
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

変
更

の
内

容
 

及
び

理
由
 

  

変
更

年
月

日
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 



 注
 
１
 
「
研
修
の
課
程
」
及
び
「
介
護
職

員
基
礎
研
修
に
お
け
る
研
修
区
分
」
欄
は
該
当
す
る
も
の
を
，

「
変
更
事
項
」
欄
は
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
１
号
の
４
（
第
１
条
の
４
関
係
）

 

 

介
護
員
養
成
研
修
事
業
 
廃
止
 
・

 休
止
 
・

 再
開
 
届
出
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

 
 

第
 

 
 

 
号

に
よ

り
指

定
を

受
け

た
介

護
員

養
成

研
修

事

業
に
つ
い
て
，
次
の
理
由
に
よ
り
 
廃
止
 
・
 
休
止
 
・
 
再
開
 
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

 

 

事
業

者
番

号
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護
職
員
基
礎
研
修
・

 

１
級
・
２
級
・
３
級

 
指

定
年

月
日

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

介
護

職
員

基
礎

研
修

に

お
け

る
研

修
区

分
 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

廃
 
止

 

休
止
 

再
開
 

年
月

日
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

廃
止
 

休
止
 

し
た

理
由
 

 

休
 
止

 
の

 
場

 
合

 
は
 

そ
 
の

 
予

 
定

 
期

 
間
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で

 

担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 

 注
 
１
 
不
用
な
文
字
は
消
す
こ
と
。
 

 
 

２
 

「
研

修
の

課
程

」
及

び
「

介
護

職
員

基
礎

研
修

に
お

け
る

研
修

区
分

」
欄

は
，

該
当

す
る

も
の

を
○
で
囲
む
こ
と
。

 
 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
１
号
の
５
（
第
１
条
の
５
関
係
）

 

 

介
護
員

養
成
研
修
変
更
届
出
書

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

  
介

護
員

養
成

研
修

の
指

定
を

受
け

た
事

項
に

つ
い

て
変

更
が

あ
り

ま
し

た
の

で
，

次
の

と
お

り
関

係
書

類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

 

 

研
修

番
号
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修
 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

変
更

事
項
 

（
８

か
ら

1
1

ま
で

は
 

講
義

を
通

信
の

方
法

に
 

よ
っ
て
行
う
場
合
の
み
）
 

 
１
 
研
修
の
名
称

 

 
２
 
学
則
 

 
３
 
研
修
の
日
時
，
科
目
名
，
実
施
場
所

 

 
４
 
講
師
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
５
 
実
習
施
設
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
６
 
演
習
室
，
演
習
使
用
備
品
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
７
 
収
支
予
算
書

 

 
８
 
講
義
を
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
地
域

 

 
９
 
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
の
方
法

 

 
1
0
 
講
義
室
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 

 
1
1
 
添
削
指
導
問
題
，
問
題
の
出
題
形
式
等
（
追
加
，
削
除
，
そ
の
他
）

 
1
2
 
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

変
更

の
内

容
 

及
び

理
由
 

   

変
更

年
月

日
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 
 注
 
１
 
「
研
修
の
課
程
」
及
び
「
介
護
職

員
基
礎
研
修
に
お
け
る
研
修
区
分
」
欄
は
該
当
す
る
も
の
を
，

「
変
更
事
項
」
欄
は
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
１
号
の
６
（
第
１
条
の
５
関
係
）

 

 

介
護
員

養
成
研
修
中
止
届
出
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者

 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
電
話
番
号

 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

 
 

第
 

 
 

 
号

に
よ

り
指

定
を

受
け

た
介

護
員

養
成

研
修

に
つ

い
て
，
次
の
理
由
に
よ
り
中
止
す
る
の
で
届
け
出
ま
す
。

 

 

研
修

番
号
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修
 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

中
止

す
る

研
修

期
間

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
～

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

中
止

す
る

理
由
 

       担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 

 
注

 
１

 
「

研
修

の
課

程
」

及
び

「
介

護
職

員
基

礎
研

修
に

お
け

る
研

修
区

分
」

欄
は

，
該

当
す

る
も

の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
１
号
の
７
（
第
１
条
の
６
関
係
）

 

 

介
護
員
養
成
研
修
事
業
報
告
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

  
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

 
 

第
 

 
 

 
号

で
指

定
を

受
け

た
介

護
員

養
成

研
修

が
終

了

し
た
の
で
，
実
施
結
果
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

 

 研
修

番
号
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

研
修

の
名

称
 

 

研
修

の
課

程
 

介
護

職
員
基
礎
研
修
 
・
 
１
級
 
・
 
２
級
 
・
 
３
級

 

介
護

職
員

基
礎

研
修
 

に
お

け
る

研
修

区
分

 

 標
準
型
（
5
0
0
時
間
）

 

科
目
免
除
型
（
Ⅰ
）
2
0
0
時
間

 

科
目
免
除
型
（
Ⅱ
）
3
5
0
時
間

 

 

 実
習
免
除
型
（
3
0
0
時
間
）
 

科
目

実
習

免
除

型
（

Ⅰ
）

（
6
0
時

間
）

科
目
実
習
免
除
型
（
Ⅰ
）
（
1
5
0
時
間
）

 

講
義

の
方

法
 

通
 
学
 
・
 
通
 
信

 

実
施

期
間
 

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

受
講

者
数
 

 
 
 
 
 
 
 
 
人
 
（
予
定
 
 
 
 
 
人
）
 

修
了

者
数
 

 
 
 
 
 
 
 
 
人
 
（
う
ち
過
去
の
未
修
了
者
 
 
 
人
）
 

科
目
修
了
者
数
（
介
護
職

員
基

礎
研

修
の

場
合

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
人
 
 

担
当

者
名

 

電
話

番
号

 

F
A
X

番
号

 
事

業
担

当
者

連
絡

先
 

E
-
m
a
i
l

 

備
考
 

 

  



添
付
書
類
（
添
付
し
て
い
る
も
の
の
番
号
を

○
で
囲
む
こ
と
。
）
 

 
１
 
修
了
者
名
簿
及
び
そ
の
電
磁
的
記
録

 

 
２
 
科
目
修
了
者
名
簿
及
び
そ
の
電
磁
的

記
録
（
該
当
者
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

 

 
３
 
受
講
者
ご
と
の
科
目
の
履
修
状
況
を

記
載
し
た
書
類

 

 
４
 
実
習
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

 

 
５
 
出
席
簿
の
写
し

 

 
６
 
介
護
業
務
の
実
務
経
験
を
証
す
る
書

類
の
写
し

 

 
７
 
科
目
の
免
除
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
科
目
の
免
除
を
行
っ
た
場
合
に
 

 
 
限
る
。
）

 

 
８
 
補
講
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

（
補
講
を
実
施
し
た
場
合
に
限
る
。
）

 

 
９

 
受

講
者

ご
と

の
課

題
の

実
施

状
況

を
記

載
し

た
書

類
（

講
義

を
通

信
の

方
法

に
よ

っ
て

行
っ

た
場

合
に
限
る
。
）

 

 
1
0
 
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

 

 注
 

１
 

「
研

修
の

課
程

」
，

「
介

護
職

員
基

礎
研

修
に

お
け

る
研

修
区

分
」

及
び

「
講

義
の

方
法

」
欄

は
，
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。

 
 
 
２
 
「
備
考
」
欄
に
は
，
補
講
を
受
講
し
た
こ
と
に
よ
り
修
了
年
月
日
が
異
な
る
修
了
者
が
い
る
場
合

 

 
 
 
に
，
修
了
証
明
書
番
号
，
氏
名

，
修
了

年
月
日
及
び
修
了
が
遅
れ
た
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
，

 

 
 
 
途
中
で
研
修
の
受
講
を
取
り
や
め
た
受
講
者
が
い
る
場
合
に
は
，
そ
の
人
数
と
取
り
や
め
る
に
至
っ
 

 
 
 
た
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

  



 
別
記
様
式
第
十
三
号
中 

「 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

（ 
別
記
）
様
式
第

13
号
（
第

12
条
関
係
）

 
※
受
付
番
号

 
 

 
 

 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

 
 
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

 
 
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

 
 
 
介
護
保
険
施
設

 

指
定
更
新
申
請
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
請
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）

 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名

 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 
 
 
 
 
 
 
㊞

 

「 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

様
式
第

13
号
（
第

12
条
関
係
）

 
 

※
受
付
番
号

 
 

広
島

県
収

入
証

紙
 

ち
ょ

う
付

欄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

 
 
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

 
 
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

 
 
 
介
護
保
険
施
設

 

指
定
更
新
申
請
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
広
 
島
 
県
 
知
 
事
 
様

 
 
 
 
 
郵
便
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
請
者
 
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
住
所
）

 
 
 
 
 
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名

 
 
 
 
 
（
個
人
に
あ
っ
て
は
，
氏
名
）
 
 
 
 
 
 
 
㊞

 

に 

改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
様
式
で
行
っ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の

手
続
は
、
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
様
式
で
行
わ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 
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